
「藤沢市における法令の遵守に関する条例」の運用について

ⅠⅠⅠⅠ 条例条例条例条例のののの目的目的目的目的

 職員倫理の保持

 法令の遵守

 公正な職務執行の確保

ⅡⅡⅡⅡ 条例条例条例条例のののの運用運用運用運用

報告書

提出

 ＊庁内の体制整備

   1.法令遵守統括者、責任者

   2.不当要求行為等対策委員会

 結果

通知

措置内容

   報告

公　　表 任命権者（市長等） 公　　表

不正を発見

藤沢市公正職務審査会藤沢市公正職務審査会藤沢市公正職務審査会藤沢市公正職務審査会

〔職員以外で構成する第三者機関〕

◎法令等の違反行為を防止・

   中止させるために必要な措

　置を行う。

　　調査依頼

       　 ・報

告

措

置

内

容

報

告

　 職員の倫理観の向上及び法令の遵守を図るとともに，公正な職務の執行を確保することにより，

 市民から信頼される公平・公正で透明性が高い市政を確立し，市民の利益の増進を図ることを目的

 とするものです。

公正・公平・透明な市政の確立

市民から信頼される市政の確立

「「「「法法法法とモラルをとモラルをとモラルをとモラルを守守守守るるるる藤沢藤沢藤沢藤沢」」」」のののの実現実現実現実現へへへへ

不当な要求

市民の利益の増進

 １ １ １ １．．．．外部委員会及び内部委員会等を設置し、透明でクリーンな市政運営を図る。

不 当 要 求 行 為（働きかけ）

   職務に係る違法行為等を確認又は発生するおそれが

ある場合

公　益　通　報

   不当な行為や言動等による要求行為を受けた又は受

けるおそれがある場合

上司に提出

 ◎働きかけの場合,

    ｢記録票｣を提出

　  する

     　 推進委員会又は審査会に

　      通報書を提出

 推進委員会

 又は審査会

 に報告書を

 提出

藤沢市公正職務推進委員会藤沢市公正職務推進委員会藤沢市公正職務推進委員会藤沢市公正職務推進委員会

〔市職員で構成する組織〕
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職 員 等 職 　員

   通報者，報告者，調査協力

者は，不利益な取扱いをされ

ないよう保護されます。

報

告

★

 上司の定義

 施行規則の

 第17条

 ２ ２ ２ ２．．．．公正な職務の執行の確保を図るため必要な体制を整備する。（市の責務）

◆職員倫理や法令遵守の啓発，研修その他必要な措置

　※職員研修の充実を柱に，法令遵守総括者・責任者による指導・助言や日頃からの相談などの対応を図る。

◆不当要求行為対策委員会の設置（従来の不等行為等対策委員会を継続）

◆法令遵守総括者（部長級）・法令遵守責任者（課長級）の設置

調査等の結果を通報者,

報告者に通知する。

   調査

     依頼

市長等が，概要の公表及び

是正措置を採らない場合は

その内容を公表

建議

勧告
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